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付
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要
旨

本
法
律
案
は
、
簡
素
で
効
率
的
な
政
府
を
実
現
す
る
た
め
の
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
年
十

月
に
公
営
企
業
金
融
公
庫
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
の
資
本
市
場
か
ら
の
資
金
調
達
を
補
完
す
る
た
め
、
長
期

か
つ
低
利
の
資
金
の
融
通
等
の
業
務
を
行
う
地
方
公
営
企
業
等
金
融
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う

）
を
設
立
し
、
そ
の
組

。

織
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
設
立

、

。

地
方
公
共
団
体
の
長
及
び
議
長
が
発
起
人
と
な
り
機
構
を
設
立
す
る
も
の
と
し

そ
の
出
資
者
は
地
方
公
共
団
体
に
限
る

二
、
組
織

１

役
員
と
し
て
理
事
長
、
副
理
事
長
、
理
事
及
び
監
事
を
置
く
と
と
も
に
、
意
思
決
定
機
関
と
し
て
知
事
、
市
長
、
町
村

長
の
代
表
者
及
び
こ
れ
と
同
数
の
学
識
経
験
者
で
構
成
す
る
代
表
者
会
議
を
設
置
す
る
。

２

外
部
の
学
識
経
験
者
に
よ
る
審
議
機
関
と
し
て
経
営
審
議
委
員
会
を
設
置
し
、
予
算
、
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
基
本

的
事
項
そ
の
他
業
務
に
つ
い
て
審
議
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
理
事
長
に
対
し
建
議
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
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こ
と
と
し
、
理
事
長
は
そ
の
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

会
計
に
つ
い
て
、
監
事
の
監
査
の
ほ
か
、
会
計
監
査
人
の
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
業
務
の
範
囲

地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
長
期
か
つ
低
利
の
資
金
の
融
通
等
を
行
う
こ
と
と
し
、
そ
の
範
囲
は
、
現
行
の
公
営
企
業
金
融

公
庫
と
同
様
、
公
営
企
業
等
に
限
る
。

ま
た
、
対
象
事
業
に
つ
い
て
は
、
機
構
の
業
務
が
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
資
本
市
場
か
ら
の
資
金
調
達
を
補
完
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
業
務
の
重
点
化
を
図
る
観
点
か
ら
、
段
階
的
な
縮
減
を
図
る
も
の
と
す
る
。

四
、
機
構
に
対
す
る
国
の
関
与

総
務
大
臣
は
、
機
構
の
設
立
及
び
定
款
の
変
更
に
際
し
て
認
可
を
行
う
ほ
か
、
こ
の
法
律
等
に
違
反
し
又
は
違
反
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
報
告
徴
収
、
立
入
検
査
又
は
違
法
行
為
等
の
是
正
要
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
そ
の
他

１

公
営
企
業
金
融
公
庫
は
平
成
二
十
年
十
月
一
日
に
解
散
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
権
利
及
び
義
務
に
つ
い
て
は
、
政
府
か

ら
の
出
資
を
除
き
、
機
構
が
承
継
す
る
。
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２

機
構
に
は
、
新
た
な
業
務
に
係
る
勘
定
の
ほ
か
、
公
営
企
業
金
融
公
庫
か
ら
承
継
す
る
貸
付
債
権
の
管
理
業
務
に
係
る

勘
定
を
設
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勘
定
ご
と
に
損
益
を
明
確
に
区
分
し
、
当
該
管
理
業
務
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

３

こ
の
法
律
は
、
公
営
企
業
金
融
公
庫
法
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
等
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


